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医
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平
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八
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除
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育
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う
つ
み
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

宮
里
ク
リ
ニ
ッ
ク

う
え
む
ら
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ

クホ
ワ
イ
ト
歯
科

み
と
う
歯
科
医
院

な
べ
く
ら
薬
局

そ
う
ご
う
薬
局
三
田
尻
店

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

平
成
十
八
年
八
月
八
日

医

療

名

称

医
療
法
人
太
白
会
ひ
が
し
き
わ

整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

永
井
皮
ふ
科
医
院

医
療
法
人
社
団
長
明
会
長
沢
病

院な
べ
く
ら
薬
局

さ
ん
あ
い
薬
局
大
道
駅
前
店

山
口
県
告
示
第
四
百
二
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

医

療

名

称

小
笠
原
医
院

永
井
皮
ふ
科
医
院

中
島
医
院

医
療
法
人
山
隆
会
周
南
ク
リ

ニ
ッ
ク

宮
里
内
科

柳
井
市
南
町
四
丁
目
二
番
一
四

周
南
市
大
内
町
九
番
一
六
号

山
口
市
阿
知
須
四
八
五
三
の
八

防
府
市
寿
町
四
番
二
五
号

美
祢
郡
美
東
町
大
字
綾
木
二
六

一宇
部
市
鍋
倉
町
六
番
四
三
号

防
府
市
お
茶
屋
町
一
〇
番
二
号

関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。山

口

機

関

所

在

宇
部
市
大
字
東
岐
波
五
六
一
〇

〃

大
字
際
波
一
五
七
五
の

山
陽
小
野
田
市
中
央
一
丁
目
五

号宇
部
市
鍋
倉
町
六
番
四
三
号

防
府
市
大
字
台
道
三
五
七
九
の

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十

機

関

所

在

宇
部
市
錦
町
一
五
番
八
号

〃

大
字
際
波
一
二
五
二

岩
国
市
由
宇
町
中
央
二
丁
目
六

周
南
市
有
楽
町
二
三

〃

大
内
町
八
番
三
〇
号

一

号

〃

〃

〃

五
、

〃

六
、

〃

〃

四
九
の

〃

〃

〃

〃

〃

七
、

県
知
事

二

井

関

成

指

定

年

月

日

地
の
七

平
成
一
八
、

六
、

四

〃

〃

番
二
六

〃

〃

〃

五
、
三

七

平
成
一
七
、

三
、

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

廃

止

年

月

日

地

平
成
一
八
、

五
、
三

〃

〃

〃

番
八
号

〃

〃

〃

〃

六
、

〃

四
、
三

〃〃〃〃〃〃〃 一〃 一一九の 一一〇

告

示



平成 年 月 日 火曜日

五

山 口

剤しと
四

松し

（定期）県 報

二三

第 号

山
森

法
第

条
第

一

わ
な
い
と
き
、
行
っ
て
も
十
分
で

全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
あ

そ
の
他
必
要
な
事
項

三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
は

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損

は
、
山
口
県
森
林
病
害
虫
等
防
除

二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
知
事

ど
う
か
を
確
認
し
て
、
損
失
補
償

知
事
は
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を

松
く
い
虫
の
付
着
し
て
い
る
樹
木

を
散
布
す
る
か
、
当
該
樹
木
を
伐

て
は
く
皮
し
、
並
び
に
松
く
い

。命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

一
の

の
区
域
の
松
林
に
お
い
て

く
い
虫
の
被
害
発
生
状
況
か
ら
み

、
一
の

の
区
域
の
松
林
に
重
大

区
域

下
関
市
、
山
口
市
、
萩
市
、
岩

公
益
機
能
森
林
及
び
被
害
拡
大
防

期
間

平
成
十
八
年
八
月
二
十
八
日
か

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

松
く
い
虫

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

口
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号

林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十

三
条
第
一
項
第
一
号
の
命
令
を
行

五
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
命
令

平
成
十
八
年
八
月
八
日

区
域
及
び
期
間

な
い
と
き
、
又
は
行
う
見
込
み

る
。

、
森
林
害
虫
防
除
員
の
指
示
に

失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年

森
林
病
害
虫
等
防
除
実
施
届
を

は
、
当
該
届
を
提
出
し
た
者
が

金
の
額
を
決
定
し
、
損
失
補
償

行
う
べ
き
者
が
、
一
の

に
定

を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者

倒
し
て
薬
剤
に
よ
り
く
ん
蒸
す

虫
並
び
に
そ
の
付
着
し
て
い
る
枝

前
年
度
に
被
害
が
発
生
し
て
お

て
、
三
の
措
置
を
行
わ
な
け
れ

な
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ

国
市
、
長
門
市
及
び
阿
武
郡
阿

止
森
林
の
区
域

ら
平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五

う
の
で
、
同
法
第
五
条
第
四
項

の
内
容
と
な
る
事
項
を
次
の
よ

山
口
県
知

が
な
い
と
き
は
、
当
該
措
置
の

従
う
こ
と
。

、
当
該
措
置
を
行
っ
た
と
き

山
口
県
規
則
第
七
十
五
号
）
第

提
出
す
る
も
の
と
し
、
当
該
届

三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
か

金
を
交
付
す
る
。

め
る
期
間
内
に
当
該
措
置
を
行

は
、
当
該
樹
木
を
伐
倒
し
て
薬

る
か
、
又
は
当
該
樹
木
を
伐
倒

条
及
び
樹
皮
を
焼
却
す
る
こ

り
、
本
年
度
の
気
象
条
件
及
び

ば
松
く
い
虫
が
異
常
に
ま
ん
延

る
。

東
町
の
区
域
内
に
存
す
る
高
度

ま
で

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三

う
に
公
表
す
る
。

事

二

井

関

成

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴

四

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理

一
の

の
区
域
の
松
林
に

松
く
い
虫
の
被
害
発
生
状
況

し
、
一
の

の
区
域
の
松
林

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ

三
に
掲
げ
る
措
置
の
う

（
木
材
チ
ッ
パ
ー
に
よ
り

う
に
行
う
こ
と
。

期
間

平
成
十
八
年
八
月
二
十

二

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

松
く
い
虫

三

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

松
く
い
虫
の
付
着
し
て
い

樹
木
を
伐
倒
し
て
破
砕
す
る

と
。

別
伐
倒
駆
除
を
命
ず
る
の
で
、

に
よ
り
、
当
該
命
令
の
内
容
と

平
成
十
八
年
八
月
八
日

一

区
域
及
び
期
間

区
域

光
市
及
び
萩
市
の
区
域

知
事
は
、

の
措
置
を

う
べ
き
者
が
自
ら
そ
の
措

と
な
る
べ
き
補
償
の
額
を

ら
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る

山
口
県
告
示
第
四
百
二
十
二

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭

う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る

由お
い
て
前
年
度
に
被
害
が
発
生
し

か
ら
み
て
、
三
の
措
置
を
行
わ
な

に
重
大
な
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ

い
て
は
、
森
林
害
虫
防
除
員
の
指

ち
破
砕
を
行
う
場
合
は
、
破
砕
後

破
砕
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

八
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
二
十

る
松
の
樹
木
の
存
す
る
松
林
を
所

か
、
又
は
当
該
樹
木
を
伐
倒
し
て

同
法
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準

な
る
事
項
を
次
の
よ
う
に
公
表
す

山
口

内
に
存
す
る
高
度
公
益
機
能
森
林

行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費

置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と

超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部

。
号

和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）

者
は
、
当
該
措
置
を
行
っ
た
と

て
お
り
、
本
年
度
の
気
象
条
件
及

け
れ
ば
松
く
い
虫
が
異
常
に
ま
ん

が
あ
る
。

示
に
従
う
こ
と
。

の
木
片
の
厚
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト

五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
と
な
る

六
日
ま
で

有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当

焼
却
（
炭
化
を
含
む
。
）
を
行
う

用
す
る
同
法
第
三
条
第
五
項
の
規

る
。

県
知
事

二

井

関

成

及
び
被
害
拡
大
防
止
森
林
の
区
域

用
の
額
が
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を

し
た
場
合
に
そ
の
者
が
受
け
る
こ

分
の
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
者

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

二

き び延ルよ 該こ 定 行とか特



平成

改
良

年 月 日 火曜日

三（
四土

山 口 県

安
林

一二

（定期）報

山
森

第 号

区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

公

二
七
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る

平
成
十
八
年
八
月
八
日

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

熊
毛
郡
上
関
町
大
字
長
島
字
水
ヶ

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

知
事
は
、

の
措
置
を
行
っ
た

う
べ
き
者
が
自
ら
そ
の
措
置
の
全

と
な
る
べ
き
補
償
の
額
を
超
え
る

ら
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る
。

口
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

は
、
山
口
県
森
林
病
害
虫
等
防
除

二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
知
事

ど
う
か
を
確
認
し
て
、
損
失
補
償

知
事
は
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を

わ
な
い
と
き
、
行
っ
て
も
十
分
で

全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
あ

及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し

告

名
及
び
住
所
の
届
出

第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第

予
定
で
あ
る
。

山
口
県
知

久
保
一
六
二
の
三
九
、
一
六
二

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の

部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と
し
た

と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の

百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の

法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年

森
林
病
害
虫
等
防
除
実
施
届
を

は
、
当
該
届
を
提
出
し
た
者
が

金
の
額
を
決
定
し
、
損
失
補
償

行
う
べ
き
者
が
、
一
の

に
定

な
い
と
き
、
又
は
行
う
見
込
み

る
。

た
。
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

事

二

井

関

成

の
四
〇

額
が
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行

場
合
に
そ
の
者
が
受
け
る
こ
と

額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
者
か

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

山
口
県
規
則
第
七
十
五
号
）
第

提
出
す
る
も
の
と
し
、
当
該
届

三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
か

金
を
交
付
す
る
。

め
る
期
間
内
に
当
該
措
置
を
行

が
な
い
と
き
は
、
当
該
措
置
の

業
者
の
登
録
は
、
そ
の
効
力
を

平
成
十
八
年
八
月
八
日

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
八
年
八
月
九
日
か

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村

（
四
二
九
）
林
業
種
苗
法
第
十

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

県
営
伊
上
地
区
ほ
場
整
備
事
業

い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七

平
成
十
八
年
八
月
八
日

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
伊
上
地
区
ほ
場
整
備

二

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

阿
東
町
土
地
改
良
区

〃
（
四
二
八
）
県
営
伊
上
地
区
ほ

平
成
十
八
年
八
月
八
日

一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

阿
東
町
土
地
改
良
区

〃

失
い
ま
し
た
。

山
口

ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

整
備
課

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
生
産

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

の
施
行
に
係
る
地
域
の
換
地
計
画

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

山
口

事
業
換
地
計
画
書
の
写
し

理
事
監
事
の
別

氏

名

住

理

事

山
見

常
浩

阿
武

〃

渡

甲
一

〃

場
整
備
事
業
換
地
計
画
書
の
縦
覧

山
口

理
事
監
事
の
別

氏

名

住

理

事

藤
田

美
仁

阿
武

〃

坂
本

桂
吾

〃

三

県
知
事

二

井

関

成

事
業
者
の
登
録
の
失
効

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
次
の
生
産

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に

と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成 所

郡
阿
東
町
大
字
徳
佐
中
三
九
三
二

〃

大
字
生
雲
中
一
一
五
七

県
知
事

二

井

関

成所

郡
阿
東
町
大
字
徳
佐
上
三
八
五
五

〃

大
字
生
雲
中
二
六
六
四

事 、お

公

告



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 火曜日

教
こ
に

山 口

一二

（定期）県 報

関
す

一二

第 号

登番
八
二

一
一

（
四都八

年
八
月
八
日
印
刷

発

八
年
八
月
八
日
発
行

発

間
鍋

政
子教

育

委

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員

公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
八
日

吉
村
伊
知
郎

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

柳
井
市
古
開
作
字
東
土
穂
石

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

柳
井
市
古
開
作
五
六
四
番
地
の
二

横
山

一
哉

柳
井
市
古
開
作
一
二
〇
三
番
地

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

平
成
十
八
年
八
月
八
日

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

柳
井
市
伊
保
庄
字
南
瀬
越

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

柳
井
市
伊
保
庄
三
五
九
七
番
地

録号

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は

六

河
野

幾
正

萩
市
大
井
三

五
〇

藤
原

正
雄

〃

大
字
福

三
〇
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律行

所

山

口

県

庁

行
人

山
口
県
知
事 山

員

会

の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則

称び
氏
名

告
し
ま
す
。

山
口
県
知

称び
氏
名

名
称
及
び
住
所

生
産
事
業
の
内

六
六
三

幼
苗
の
育
成
及
び

以
外
の
苗
木
の
育

井
下
三
〇
四
四

〃

の
完
了

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

定
価
一
箇
月

金
二
千
七

口
県
教
育
委
員
会

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

事

二

井

関

成

容

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

幼
苗
成

生
産
事
業
者
の
氏
名
及
び

住
所
に
同
じ
。

〃

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

百
円
（
送
料
共
）

の
例
に
よ
り
、
昇
給
の
場
合

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

教
育
委
員
会
が
任
命
す

教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現

会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め

（
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
給
与

第
六
条

育
児
休
業
を
し
た
職

に
準
じ
て
当
該
職
員
の
号
給
を
調

ら
施
行
す
る
。

二
十
八
号

る
現
業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関

業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

る
。

の
取
扱
い
）

員
が
職
務
に
復
帰
し
た
と
き
は
、

整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

規
則
（
平
成
四
年
山
口
県
教
育
委

育
児
休
業
規
則
の
適
用
を
受
け
る

四

則員者

教

育

委

員

会


